
○給与所得者のケース（給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない。）
【表の見方】
給与収入300万円独身の方は、下表に示す28,000円以下の寄附であれば自己負担額は最小の2,000円となるが、

これ以上の額の寄附をすると、自己負担額が増加していく。

＊１　「共働き」は、ふるさと納税を行う本人が配偶者（特別）控除の適用を受けていないケース

（配偶者の給与収入が１４１万円以上の場合）

＊２　「夫婦」はふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケース

（ふるさと納税を行う本人が配偶者（特別）控除を受けている場合）

＊３　「高校生」は「１６歳から１８歳の扶養親族」を、「大学生」は「１９歳から２２歳の特定扶養親族」を指す

＊４　中学生以下の子どもは（控除額に影響がないため）、計算に入れる必要はない

例えば、「夫婦子一人（小学生）」は、「夫婦」と同額。「夫婦子二人（高校生と中学生）」は、「夫婦子一人（高校生）」と同額

【給与収入300万円独身のケース　所得税率10％　１0,000円寄附】
・所得税の控除額・・・・・〔寄附金－2,000円〕×所得税の控除率

・住民税の控除額・・・・・①住民税の基本控除額＋②住民税の特例控除額
　　① 住民税の基本控除額・・・〔寄附金－2,000円〕×10%
　　② 住民税の特例控除額・・・〔寄附金－2,000円〕×〔90%－所得税率〕

夫婦＋子二人（大学生と高
校生）

700万円
800万円

全額控除される寄附額の目安

給与収入
独身または共
働き＊１

夫婦＊２　又
は共働き＋子
一人（高校生

＊３）

共働き＋子一人（大
学生＊３）

夫婦＋子一人（高校
生）

共働き＋子二人（大学生と
高校生）

550万円
600万円

所得税の控除
800円

住民税の特例控除額
6,400円

住民税の基本
控除
800円

300万円 ２８，０００円
350万円
400万円
450万円
500万円

５２，０００円

７７，０００円

900万円

１９，０００円 １５，０００円 １１，０００円 ７，０００円 ー
３４，０００円 ２６，０００円 ２２，０００円 １８，０００円 １３，０００円 ５，０００円
４２，０００円 ３３，０００円 ２９，０００円 ２５，０００円 ２１，０００円 １２，０００円

４１，０００円 ３７，０００円 ３３，０００円 ２８，０００円 ２０，０００円
６１，０００円 ４９，０００円 ４４，０００円 ４０，０００円 ３６，０００円 ２８，０００円
６９，０００円 ６０，０００円 ５７，０００円 ４８，０００円 ４４，０００円 ３５，０００円

６９，０００円 ６６，０００円 ６０，０００円 ５７，０００円 ４３，０００円
６６，０００円１０８，０００円 ８６，０００円 ８３，０００円 ７８，０００円 ７５，０００円

１２９，０００円 １２０，０００円 １１６，０００円 １１０，０００円 １０７，０００円 ８５，０００円
１５１，０００円 １４１，０００円 １３８，０００円 １３２，０００円 １２８，０００円 １１９，０００円

実質負担額
2,000円

寄附金額 10,000円

税控除額 8,000円


